
保育の必要性の認定を受けた世帯の１号認定の

３歳以上児 及び
市⺠税非課税世帯の満３歳児 は預かり保育料も無償化の対象となります。

認定こども園(１号〜３号認定) の保護者の皆様へ

令和元年10月から

※１）満３歳以上：満３歳入園後の児童です。３歳の誕生日を迎えた児童が年度途中に１号
認定で入園した場合は、入園時から無償化の対象となります。

※２）３歳以上 ：年度の４月１日現在年齢が３歳以上の児童です。
年度途中で３歳の誕生日を迎えた児童の場合、翌年度から無償化の対象
となります。

保育料の無償化

区分 １号認定 ２号認定

対象年齢 満３歳以上 ※１ ３歳以上 ※２

無償化
教育標準時間分の
保育料

保育標準時間分又は
保育短時間分の保育料

１号認定と２号認定で年齢の取扱いが異なります。

預かり保育の利用日数により、月毎に算定する額が無償化対象額です。

＜算定＞

(ア)利用日数×450円の額、(イ)月上限11,300円、(ウ)月の預かり保育料金のうち、いずれか低い額

該当する場合は園から「施設等利用給付申請書（２号・３号用）」を受け取り、
保育の必要性を証明する書類を添えて園へ提出してください。

保育を必要とする理由 保育の必要性を証明する書類 備考

就労

（会社勤務、育休、自営業等）
就労証明書〔指定様式〕

勤務先で発行を依頼してください。

※４か月以内に証明されたものを提出

妊娠・出産 出産児童の母子手帳の写し 表紙と出産(予定)日の部分の写し

求職活動 就労予定申立書〔指定様式〕
求職活動を行う保護者がご自分で記入して

ください

同居親族の介護・看護
介護・看護を受ける同居者の診断書（原本）

又は障害者手帳等の写し
別居親族の介護・看護は対象外

保護者の疾病・障がい 診断書（原本）又は障害者手帳等の写し
診断書は保育ができない又は困難である

ことが記載されているもの

就学

（職業訓練含む）
在学証明書又は学生証の写し＋時間割

時間割はカリキュラムやスケジュール等が

わかるもの

児童と同居する父母の両
方が次のいずれかに該当
することが認定の要件で
す。

＜提出期限＞ 預かり保育の無償化の利用開始希望日の前月の15日

※ただし、無償化開始前から在園している場合は、園で指定する期日までに提出してください。

※１号認定の満３歳児は、
保育の必要性がある世帯で
あっても、市民税課税世帯
は預かり保育料の無償化の
対象外です。

３歳以上の入所児童の保育料が無償化

市⺠税非課税世帯の３歳未満の入所児童の保育料が無償化

〔年度の４⽉１⽇現在年齢〕



〜これまで〜 〜無償化後（令和元年10⽉以降）〜

保護者
負担

主食費・副食費の料⾦は
各施設で設定します。

無償化

３歳未満の市⺠税課税世帯の保育料は？

１号認定

３歳以上の給食費

現在、３歳以上の給食費については保護者負担となっております。
・１号認定は主食・副食分を実費負担
・２号認定は主食分を実費負担、副食分を保育料の一部として納付
・主食分（ご飯、パン）、副食分（おかず、おやつ、牛乳等）

令和元年10月以降も保護者負担であることは変わりませんが、次の点が変更となります。

※３歳未満の給食費は保育料に含まれており、10月以降も変わりません。

２号認定の副食費が保育料から分離し、１号認定と同様に主食費と副食費を
各施設が徴収します。

副食費
の免除
対象者

①ひとり親世帯以外 市民税所得割額57,700円未満の世帯
②ひとり親世帯等（ひとり親世帯及び身体障害者手帳等の交付を受ける者が同居する世帯）

市民税所得割額77,101円未満の世帯
③小学校就学前の認可保育所等に入所する兄姉が２人以上いる場合

一定の所得階層未満の世帯等の副食費は免除されます。
なお、主食費の免除はないため、主食費は全員負担していただきます。

お問合せ先 郡山市こども育成課 TEL ０２４-９２４-３５４１

？

①市民税所得割額77,101円未満の世帯
②小学校1～３年生及び認可保育所等に入所する兄姉が２人以上いる場合

現行とおり、保護者の市民税所得割額に応じた保育料を負担していただきます。保育料算
定においては、多子軽減や第一子無料化・軽減は10月以降も継続して実施します。

２号認定

３歳以上の
保育料
(１号）

副食費

主食費

Q＆A

？ １号の預かり保育料の無償化の手続き(施設等利⽤給付認定)の場合の保育の必要性の要件とは？
認可保育施設の２号認定の入所申込と同様の要件です。就労の場合は月52時間以上就労す

ることが要件です。
なお、認可保育施設の２号認定の入所申込では利用調整の優先度判定のために、同居する

65歳未満の祖父母の保育の必要性を証明する書類提出が必要ですが、無償化のための施設等
利用給付認定では同居する祖父母の書類提出は不要です。

副食費
4,500円

主食費 主食費
○○○○円

副食費
○○○○円

保護者
負担

３歳以上の
保育料
(２号）

副食費を除く保育料が
無償化されます。

給食費は引き続き
保護者皆様のご負
担となります。


